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問題の所在

　近代以降の市民社会は、さまざまな公権力からの個人の解放を求めて

発達してきたといわれる。その究極的な目標は、個人の人格の自由を核

とする個人の尊厳の確立である。それゆえに基本的人権は国家に優先す

る権利であるとされる。

　しかし、いまだこの目標の達成には長い道のりが必要とされている。

国家間関係を規律する規則の総体として発達してきた国際法にとっても、

これは大きな課題であると言えよう。国際の平和と安全の維持を目標と

している国際連合も、その達成にとって人権保障が不可欠のものと認識

している（国際憲章第1条3項）。ただし、これまで多くの努力が払わ

れているものの、国連の人権保障制度は必ずしも順調に発展してきたと

は言えない。ここで注目されるのが欧州の人権保障制度である。

　もともとヨーロッパ公法として発達してきた近代以降の国際法にとっ
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て、先進的な欧州の人権保障制度が与える影響は大きい。そして、複雑

な人権問題に対応する欧州の国際裁判所の法実務から得るものは非常に

多いといえる。特にローマ法という共通の法文化に基づいた法実務から

は、一般国際法の形成にとって多くの示唆が与えられることとなろう。

ここで本論文は「法の一般原則」に着目してその一端について若干の検

証を試みることとする。

1　欧州における基本権保障

　1　一般国際法上の人権保障

　（1）概説

　国際法とは主として国家間関係を、また限定的には諸国家による国際

機構をも規律する諸規則の総称である。原則として私人は国際法主体と

して国際法上の権利義務の直接の担い手とはなれない（1）。よって国際法

上の私人の人権の扱いについては、各国の主権を尊重して基本的には各

国家に国内管轄事項として委ねられてきた（2）。しかし二つの世界大戦の

惨禍を経験した結果、人々は改めて国家に優先する基本的人権の重要性

を認識することとなった。こうした反省の下に設立されたのが国際連合

である。

　国連の主な目的は国際の平和と安全の維持にある（第1条1項）。そ

してこの目的の達成と人権の保護は不可分の関係にあると改めて認識さ

れることになった（憲章第1条3項）。この認識の下で“人権委員会

（Commission　on　Human　Rights）”が設置され、世界の人権の基準

として“国際人権章典（lnternational　Bill　of　Human　Rights）”の制

定が委ねられた。その結果国連総会で採択されたのが「世界人権宣言

（1948）」である（3）。

　世界人権宣言はあくまでも国際社会に向けた道義的指針としての宣言

であり、法的拘束力はない。しかし本宣言はすべての国連加盟国の代表

者による総会で採択された決議であり、その後の一般条約の制定に向け

て国際世論を形成することとなった。

　次いで国連人権委員会は世界人権宣言を受けた実施措置を検討するこ

とになり、実際には法的拘束力を持った条約の定立作業に入った。その

結果総会で採択されたのが「国際人権規約（1966）」である。これは従

来の形式的な内外国人平等取扱い主義の考え方をさらに発展させている。

すなわち、人権の問題をその前国家的（自然権的）性格から国際関心事

項として捉え、実質的な人間平等主義の実現を図ろうとするものであっ
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た。その内容は基本的人権の根幹をなす自由権的基本権の保障規定（B

規約）と、国家の積極的な関与を通じて確保される社会権的基本権の保

障規定（A規約）を骨子としている（4）。

　（2）一般国際法による人権保障の現状

　しかし、私人は国際人権規約に違反する人権侵害に対して十分な救済

を受けているわけではない。このことは国内外を問わずますます問題と

されてきている。

　まず、最優先である国内での救済については、締約国によって条約の

受容体制が異なっていることが人権保障の格差を生じさせている（5）。条

約を原則的に直接国内法として受け入れる受容体制を採る国においても、

その直接的な効力については十分保障されているとは言えない。天賦の

人権として国家以前に想定されるべき自由権的基本権を定めたB規約の

趣旨は、即座にその内容を各国の憲法に実現させるべきであるとしてい

る。この趣旨に照らして各締約国の対応は遅れている（6）。

　さらに、統一的な人権保障機関を持たない国際社会の対応は極めて遅

れている。国連ではrB規約に関する選択議定書（第1議定書　1966）」

を通じて、規約違反の人権侵害が生じた場合に被害者個人から人権委員

会への申立ての道を開いている（選択議定書第1条）。この問題に対す

る人権委員会の受理権限は自由であり、また委員会の判断は法的拘束力

を持たずに当事国に注意を喚起するにとどまる。個人通報制度はあくま

でも国家と個人の間の問題の解決を促すにすぎない（第4条）。それに

もかかわらず、国内法秩序への影響を恐れて多くの国は本議定書の受諾

を拒んでいる⑦。

　2　欧州における人権保障

　（1）概説

　欧州は国際社会でもっとも人権保障制度の進んだ地域であるといわれ

る。これはこの地域に共通の法文化が存在していることにも起因する。

すなわち、このことは多くの欧州諸国がローマ法を背景として発展して

きていることに関わる。なぜならばローマ法はキリスト教文化の普及と

ともに普遍化されていったからである（8）。共通の社会基盤の下でいち早

く産業革命の進んだ欧州は、第2次世界大戦後の国際的な人権保障制度

の確立に向けても中心的な役割を担うことになったと言えよう。

　第2次世界大戦後のヨーロッパ全体の人権保障は、“欧州審議会

（Council　of　Europe）”に始まる諸制度を通じて徐々に確保されてき
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た⑨。戦後の欧州の地域的機構は、いわば冷戦構造という社会体制の対

立の中で多く形成されていった。にもかかわらず、今日まで欧州審議会

は東西ヨーロッパにわたる国家を越えた人権保障制度の構築に寄与して
いる（10）。

　設立当初において、たしかに審議会は資本主義体制を基礎とする10力

国の西欧諸国から構成されていたが、人権保障に対する強い関心は体制

を越えて浸透していくことになった。特に冷戦時代においても、欧州の

完全な東西分断を避けようとする双方側の意思は揺るがなかったとされ

る。そして時代の変化とともに旧「東側」諸国が多く加盟し全欧州的な

機構となった（11）。

　（2）欧州審議会と人権保障制度

　本審議会の設立条約は欧州審議会規程である。規程の前文は、「個人

の自由、政治的自由および法の支配」が民主主義の基礎をなすものであ

り、人民の「共同の世襲財産」であると規定する。これを受けて第1条

a項は、本審議会の目的がこれらの「擁護と実現」をはかりつつ、「加

盟国の経済的および社会的進歩を容易にするために加盟国の間に一層大

きな一致を達成することにある」と定める（12）。また、この目的達成のた

めに、第3条では「法の支配」および「基本的人権の尊重」という法原

則の受諾を加盟国の義務としている。こうして人権保障実現のために欧

州諸国の協力が必要とされたのである。

　しかしこれはあくまでも協力であって、欧州審議会自体は各国の独立

と平等の次元を保ちつつ、加盟国間の膨大な条約を通じて国家間の「法

的な均質化」を図ろうとしているにすぎない（13）。審議会を母体とした法

制度と実施機関の実務を通じ、徐々に普遍性を帯びた人権保障体系が地

域国家間に構築されてきたといえよう。その核を担ったのが「欧州人権

条約」およびこれに基づく「欧州人権裁判所」である。

H　欧州人権条約の実施と法の一般原則

　1　人権条約の先駆性と本原則の意義

　（1）人権条約実施の先駆性

　欧州審議会を通じてその目的達成のための法的指針として作成された

のが「欧州人権条約（1950）」である。これは国際連合による国際人権

章典作成作業の影響を強く受けており、後の国際人権規約に先駆けた具

体的な実施措置である点で重要とされる（14）。

　国連は国際の平和と安全の維持の達成にとって、基本的人権の尊重を
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不可欠の要素として認識し、憲章第1条3項で「人権と基本的自由の尊

重」を国連の目的の一つとして規定した。しかし保障すべき人権を単一

の国際人権章典として即座に具体化することはできなかった。その結果、

まずは法的拘束力を有しない世界人権宣言が道義的指針として総会で採

択されることとなり、次いでそれを具体化する条約の制定作業が進めら

れていった。

　欧州人権条約はこうした国際人権章典作成のさなか、求められるべき

人権保障の一規準として作成されたため、後の国際人権規約に大きな影

響を与えることとなった（15）。

　本条約はその正式な名称（人権および基本的自由の保護に関する条約）

からも明らかなとおり、自由権を中心として規定されている（16）。前文に

よれば、欧州諸国は「政治的伝統、理想、自由および法の支配について

の共通の遺産を有」しており、「世界人権宣言中に述べる権利のいくつ

かについての集団的実施のために最初の措置をとる」とする。条約は主

に12の自由権を定めているが、これらは世界人権宣言が予定する市民的

および政治的権利及び自由を具体化しようと試みている（第1－12条）（17）。

　（2）欧州における「法の一般原則」の位置づけ

　法の一般原則は本来、条約と国際慣習法という実定国際法の法源につ

いて、主に裁判実務における法の欠敏を補充するために導入された概念
である（18）。

　本原則は法律家諮問委員会の審議（1920）を通じてPCIJ規程第38

条の3としてはじめて普遍性を持った明文上の規定となり、今日のIC

J規程第38条1項（c）に受け継がれている（19）。ここで法律家諮問委員会

の審議過程と、今日までの国際裁判例を踏まえるならば、本来予定され

た法の一般原則とは「ヨーロッパ・キリスト教文明諸国の国内法に共通

の原則」であり、その起源を主にローマ市民法勿Sα1捌8に求めること

ができると言える（2°）。このような苦しい定立過程を経た結果、今日に至

るまで一般国際法上、本原則には厳しい批判がなされている⑳。

　しかし、国際仲裁裁判や地域的な国際機構においては依然として本原

則は頻繁に援用されてきており、個々の原則についてはむしろICJの

場合よりも発展的な適用形態が見受けられる（22）。特に最近では欧州の地

域的国際機構を通じて本原則の援用場面が多く見受けられる。その大き

な理由として、すでに述べたとおり近代以降の国際法が主にヨーロッパ

公法として形成されてきており、その共通の法基盤にはキリスト教と共

に普及したローマ法社会があったことを挙げることができる。例えば、
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EUにおける欧州裁判所（EC裁判所：ECJ）、および欧州審議会を

母体とした欧州人権裁判所は本原則の代表的な適用場面と言えよう。

　そして、これらの地域的国際機構を通じて基本的人権に関わる法の一

般原則が展開されていることは注目に値する。なぜならば国際法は本来

は独立した国家間の意思の合致を前提としているのに対して、自由権的

基本権は国家想定以前の所与の自然権であると言えるからである⑳。こ

の点に、未熟な国際法の将来的な形成に向けた本原則の意義と問題性が

見いだせるのではないだろうか。よって以下では欧州の代表的な二つの

地域的国際機構の法実務に着目しつつ、一般国際法の形成に向けた本原

則の課題について若干の検討を試みることとする。

　2　人権条約上の位置づけと裁判実務

　（1）欧州人権条約における法の一般原則の位置づけ

　欧州人権条約において法の一般原則は第7条2項に規定されているに

すぎない。まず第7条1項では刑法の遡及的適用を禁止している。これ

を受けて第2条は「本条は、犯行の当時文明国の認める法の一般原則に

従って犯罪であった作為または不作為を理由とする人の裁判及び処罰を

妨げるものではない」と定めている。そして欧州人権条約全体について

も、ICJ規程第38条1項（c）に該当する規定は存在しない。

　しかしこれは条約の起草者達が本原則を避けようとしたからではなく、

むしろその使用を余儀ないものとして理解したからだとも指摘されてい

る（24）。ただしこれは裁判実務における裁判官の裁量範囲を過度に認める

危険性を帯びていることに注意しなければならない。したがって、条約

の実施過程を踏まえつつ本原則の具体的な内容と問題点の検証が必要と

されてくると言える。以下、人権条約の実施機関である欧州人権裁判所

の法実務に触れていくこととする。

　（2）欧州人権裁判所の役割

　第11議定書（1998年発効）以前の条約の主な国際実施機関としては、

欧州人権委員会（現在は裁判所に統合）、欧州人権裁判所、および欧州

審議会閣僚委員会が分かれて存在していた㈱。また実施措置としては現

在まで国家申立制度と個人申立制度が存在している（26）。

　これまで欧州人権裁判所は委員会の付託を受けて、判決または勧告的

意見を下してきた（現在、訴えは直接裁判所に付託される）。大裁判部

の判決は終審であり最終的な法的拘束力を有する。一方、勧告的意見は

法的拘束力を持たないが、人権保障の進んだ欧州諸国を代表する裁判官
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の意見は国際世論を実質的に形成する点で尊重されている㈱。

　本裁判所は欧州人権条約の遵守を確保することを任務とし、締約国に

よる人権条約違反の有無を審査対象としている（第19条）。裁判所は欧

州審議会加盟国と同数の裁判官で構成され、国籍の重複は許されない

（第20条）。裁判官は個人の資格で選ばれ、その独立性が保障されてい

る（第21条）。裁判官は6年の任期で選出され、再選されることができ

る（第23条）。現在裁判所は、事件審理のために裁判官による委員会お

よび部を構成している（第27条）。

　次に、裁判の付託は原則として任意である（選択条項：第33条）が、

すべての締約国は義務的管轄権を承認している。また出訴権者は本来締

約国および人権委員会に限定されていたが、第9議定書の発効（1994）

以降は個人にも認められている。裁判所は管轄事件に対する判決に加え

て、第2議定書の発効（1970）以降は勧告的意見も下すことができるよ

うになった㈱。

　（3）本原則に関する人権裁判所の実務

　人権裁判所がこれまで援用してきた法の一般原則のうち、もっとも顕

著に用いられた例としては「権利放棄」、「当事者平等」および「禁反言」

が挙げられている（29）。

　a）“権利放棄（waiver）”について。その他の人権保障機構と同様

に、欧州人権条約には個人が自己の権利を放棄したり、他者がおよそ許

さない取扱いへの同意を許す条項はない。しかし一方で、放棄されるべ

き権利の可能性、および権利放棄の概念は国内法に普及している（3°）。

　今日までの人権裁判所の判例の中で、権利放棄の原則については次の

点が注目される。すなわち「人権条約が保障する権利行使の放棄は明白

な方法で立証されなければならない。（3’）」これは権利放棄の許容性が事

件ごとに判断されるに過ぎず、そのための要件がすべての事件に当ては

まるものでなくてはならないことを示唆している。

　b）　“当事者の平等（equality　of　the　parties）”について（32）。これ

は人権委員会の活動とともに発達してきた概念であるとされる。裁判所

はこれまで2つの明確な法学的要素を通じて本原則を用いてきている。

　第1は、人権条約第6条に規定されているとおり、公正な裁判が行わ

れなければならないことである。すなわち、当事者は不適切な利益を享

受してはならない。第2に、当事者の平等原則によって裁判所自体の手

続上の主要な発達が導かれているということである。すなわちここから

は、他方当事者に対する請求基準がこの人権保障機構の法体系（いわゆ
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るストラスブール体系）にふさわしいことがわかる（33）。

　ただしこれまで判示されてきているように、当事者の平等は公正な裁

判にとって必要条件ではあるが、十分条件ではない。あくまでも裁判所

は本原則を判断基準の補助手段として用いているにすぎないのであって、

判断基準の代用となるものではないことに注意しなければならない（3‘）。

　c）　“禁反言（estoppel）”について。本来は英米法上の原則である。

一般的には表示した事実に反する主張を禁止する原則と解される。これ

は、一定の表示行為に対して、それを信じて自己の利害関係を変更した

者を保護する目的で用いられている（SS）。

　本原則も人権委員会との関わりから裁判所によって多く援用されてき

たとされる。これまで裁判所は、受理可能性の問題に関する人権委員会

の決定を状況に応じて再審査する権限があるとしてきた。ただし、原則

として管轄権および受理可能性に対する異議は、はじめに委員会に申立

てなくてはならなかった。この要請に反したため、裁判所は禁反言によっ

て裁判所への問題の申立てを却下した例がある（36）。

皿　EU法における法の一般原則

　今日の欧州において、国家の独立権（主権）を越えて最も法的な統合

が進んでいるのが“ヨーロッパ連合（European　Union，　EU）”である。

この国際機構がこれまで行ってきた地域的国際社会の統合の試みは、よ

り具体的に一般国際法の形成への示唆を与えることになるであろう。

　EUの前身は1958年に設立された“ヨーロッパ共同体（European

Community，　EC）”であり、これは本来経済統合を目指したヨーロッ

パの地域的国際機構であった。しかし欧州で果たすべき当該機構の役割

は次第に大きくなり、マーストリヒト条約（1992）を経てEUとなって

からは、さらに政治面での結びつきを強めようとしている。そして、こ

れを改正するアムステルダム条約（1997）を通じてその傾向は一層強ま

ることとなった（37）。ここで改正の核をなすのが基本的人権の制度的保障

である。

　これまでEUにおいて、法の一般原則は一般国際法における以上の役

割を担ってきている。特に注目すべきなのは、本機構が本来予定してい

なかった基本的人権を制度的に保障するために、本原則が少なからざる

役割を果たしてきている点である。以下ではEUにおける基本権の制度

的保障の歩みを踏まえて、本原則をめぐる法実務に着目していくことと
する（38）。
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　1　本原則の位置づけと適用の根拠

　（1）EU法における法の一般原則の位置づけ

　現在のところ、EU法全体が厳密に体系だっているとはいいがたい。

依然としてその中核を担っているのはこれまでのEC法であり、それら

は共同体を設立するための基礎法（第1次法）、及びその諸機関による

派生法としての共同体立法（第2次法）から構成される（39）。またEUの

憲法的役割を持つ3つの共同体設立条約のうち、EC条約はその核を形
成している（4°）。

　本条約において、法の一般原則は以下の条文に規定されている。まず、

第288条2段（旧第215条2段）によれば、共同体の「非契約上の責任に

関しては、共同体は、構成国の法に共通な一般原則に従って、その機関

またはその職員が任務の遂行に際して与えた損害を賠償しなければなら

ない」とし、明示的に法の一般原則を裁判基準として位置づけている（41）。

　次いで第230条（旧第173条）は、EC裁判所（ECJ）に対して「こ

の条約またはその適用法規違反、または権限濫用を理由として、構成国、

理事会または委員会が提起する訴訟に対する管轄権を有する」と定めて

いる。ここにおける適用法規には法の一般原則が含まれると理解されて
いる（42）。

　また第220条（旧第164条）は、「裁判所は、この条約の解釈及び適用

について、法規の遵守を確保する」と規定する。ここにおける「法規」

については、共同体条約という成文法以上のものを意味するとされる（43）。

法の一般原則もその範疇に含まれると考えられる。

　このように、法の一般原則についてはEC法上の規定を概観しただけ

でも、一般国際法上の位置づけ以上にその積極的な役割が窺える。

　（2）ECJによる本原則の適用の根拠

　EUの法実務において重要なはたらきを担っているのがECJである。

たしかにEUの構成国にはある程度共通の国内法基盤が備わっていると

はいえ、当然のことながらすべての諸問題を規律する法制度は不可能で

あり、実定法の欠歓を伴う問題を運用面で解決しなければならない。

　この点については「ヨーロッパ共同体の設立に際して、一方で政治的

にはヨーロッパ議会に対して真の立法権限を帰着させることに合意でき

ず、しかしまた他方では共同体立法機関一閣僚理事会およびEC委員会

一に対してこのような権限の充足を指示できなかったので、同時に何ら

かの実効的な統制機関を設立せず、裁判所の厳格な事後審査が想起され

た」と指摘されている（44）。このため、EUが設立当初予定していなかっ
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た基本権規定の欠敏問題について、後にECJは厳しい対応を迫られる

こととなった。

　さて、ECJでは一般国際法の実務以上に、共同体法の欠訣の補完作

業を通じて積極的に本原則が用いられて来ている。さらにそこにはおよ

そ2つの異なった必要性が見受けられる。第1に、裁判所がEU全体の

法秩序の安定性を確保したいとする姿勢である㈲。また第2には、司法

面における裁判所の裁量行為自体を正当化したいとする姿勢である。す

なわち、法的安定性確保への姿勢を表しつつも、時に実際の審理段階で

の具体的な妥当性を導く根拠として本原則を用いたいとする意図が読み

取れる（46）。

　そして後述するように、EUによる基本的人権の制度的保障への対応

を通じて、本原則はこれらの要請を調和させる役割を果たすこととなっ

た。

　2　EU法における法の一般原則の分類

　ECJの法実務においては、法の一般原則は一般国際法上の法原則と

は区別して用いられてきており、本原則自体がいわば判決の直接の淵源

として用いられている場合も少なくない（47）。ただし、援用されている個々

の法の一般原則は極めて多様であり、諸学者による分析にも統一性が欠

けている（48）。

　また、EU法は共同体設立のための第1次法と、その諸機関による派

生法としての第2次法からなるため、EUにおける法の一般原則も個々

の原則によってその援用の根拠が異なり、効力上の差異が存在している。

すなわちEUにおける法の一般原則とは、「共同体法秩序自体に内在す

る法の一般原則と同様に、構成国に共通する法の一般原則も意味してい

る」といわれる（49）。そして主にその性質および適用の形態から、およそ

「EUおよび構成国の特性に由来する原則」と「一般手続法的な原則」

に分けて考えることができる。

　（1）EUおよび構成国の特性に由来する原則について。これはさらに、

EU法秩序に内在する原則と構成国の国内法に共通する原則に分けられ

る。

　EU法秩序に内在する原則について。これはEUという地域的国際機

構の性質に由来する法原則を意味する（5°）。また「基本法の目的と全体の

システムから演繹される原則である場合が多い」とされる㈹。ゆえに第

1次法との関わりから導かれる、もっとも強い効力を認められた法の一
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般原則である。

　構成国の国内法に共通する原則について。EU構成国の国内法に共通

する原則を法の一般原則として援用するのは、とりわけ裁判時における

適用法規不在を理由とした“裁判不能（rm　1蜘θの”を避けるためであ

るとされる。したがって、立法上もEUの法秩序自体に内在する法原則

ほど強い効力は認められていない（52）。

　また、構成国に共通する法原則に関する判断は裁判官に委ねられてい

るといえる。すなわち事件の争点について構成国の法律比較研究を行い、

仮に同一の法律または法概念が存在しない場合にも、原則や思考方法が

同様であれば、構成国の共通原則とみなされる場合が多いとされる。基

本的人権の原則はおよそここに位置づけられると考えられる（53）。

　（2）一般手続法的な法原則について。代表的な例としては“法的安定

性（Legal　Certainty（Security））”の原則が挙げられる。

　ここに分類される法原則（例えば、比例性・不可抗力・禁反言・既判

力・時効など）は、EUをめぐる法秩序自体から導かれたものとは言え

ない。むしろ歴史的には一般国際法上の裁判不能を避けるために採用さ

れてきた。これらは従来のいわゆる「文明国が認めた法の一般原則」に

一致する。周知のとおりこれらの諸原則は、国際法がヨーロッパ公法と

して発達してきた過程で旧ヨーロッパ・キリスト教文明諸国の国内法原

則として認められてきたものと言えよう（54）。

　特に一般国際法上、これらの原則は主に国家の賠償責任を争点とした

国際裁判例で多く援用されてきた。この点についてチェソ（B．Cheng）

の指摘によれば、「本概念は、その真の意味においては本質的に国内私

法における責任と類似している。その私法上の本質とは、法違反行為を

犯すあらゆる法主体に義務を課している点にある（55）」。また、ローターニ

パクト（H．Lauterpacht）もアソチロッチ（D．Antilotti）の見解を引

用しつつ、「対応する私法上の原則を採用する必要性は、一層大きな明

確性をもって国際不法行為に対する国家責任の理論において示される」

と述べている（56）。

IV　基本権保障制度の発展に向けて

　1　基本権の制度的保障へのEUの対応

　EUの母体となった旧ヨーロッパ共同体（旧EC）は本来欧州の経済

面での地域的統合を目指すものであった（57）。しかしアムステルダム条約

に至るまでの段階的な法改正は、この地域的国際機構の果たすべき役割
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が基本的人権の保障にまで及びつつあることを示している。

　（1）基本権保障におけるEUの制度的限界

　EUはその前身である旧EC時代より、本質的には欧州諸国の経済統

合を目指してきた国際機構である。ここで共同体設立当初より踏襲され

てきたのが“国内法に対するEC法の優位性の原理（a　doctrine　of

supremacy　of　community　over　national　law）”である（58）。なぜなら

ばrECJが最も強く追求してきた目的はつねに共同体法の実効性を確

保すること」であったからだ。同様にECJはその初期の判決を通じて、

構成国の国内法に対する共同体法の優位性を明確に示してきた（59）。

　しかし、共同体設置後間もなく提訴された諸事件からはすでに「EC

Jが共同体法の適用の際に基本的人権の保護を要求されるであろうこと

は明らかとなって」いた。なぜならば、「主にドイツやイタリアに関す

る数多くの事件では、裁判所は特定の共同体法による構成国国民の権利

侵害の是非を判断するように求められた」からである。そして「当初、

裁判所はこの争点について判断を下すことを拒んだ」とされる（6°）。この

ように、初期のECは国内法に対する優位性を示そうとしながらも、一

方では経済問題の背景に存在する基本権問題に対しては誠実に対応して

こなかった。

　やがてこの姿勢に対して構成国の不信感が高まることとなる。その最

も顕著な例がドイツの連邦憲法裁判所の決定である（いわゆるSolange

IBeschluB，1974）。本決定では基本権をめぐってEC法と国内法が抵

触した場合の、当時のドイツのとるべき立場が判示されている。すなわ

ちEC法には基本権規定が含まれていないため、それができるまでの間

は連邦憲法裁判所（Bundesverfassungsgericht）が違憲審査権を持つ

ことができる、と判示されたのだ（61）。

　この決定については、これまで述べてきたECの複雑な法体系に対す

る配慮が十分なされていないとの批判もある（62）。しかし、基本権問題を

通じて高まった共同体法の優位性への深刻な危機意識は、ECおよびE

CJの真剣な対応を起こす契機となった。ここで注目されたのが欧州人

権条約である。

　（2）司法面および立法面でのEUの対応

　欧州人権条約はその対象が欧州地域に限定されるものの、基本権の国

際的保障をはじめて条約として定めたものであり、その後の国際人権規

約の制定に大きな影響を与えた。また、明示的な基本権保障規定が欠け

ていた当時のECは、その欠陥を補うことで再び国内法に対するEC法
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の優位性を確保しようとしていたとも考えられる。こうして次第に欧州

人権条約は、法的な拘束力を持ってECの一般的な人権保障規準として

依拠されることとなった。

　まず、1977年に共同体の主要機関は基本的人権を尊重する旨の共同宣

言を行なった。ECJはその後間もなく判決を通じて、欧州人権条約が

共同体における人権保護の淵源であって、このことが上記の宣言ですで

に証明されたものと見なした（63）。さらに90年代に入ると、裁判所は欧州

人権条約を基本的人権の法的保護の主要な淵源として認めるのみならず、

「共同体はこのように認められてかつ保障された人権の尊重に矛盾する

措置を受け入れることはできない」と明示するに至ったのである（6‘）。こ

の積極的な対応は、後に基本権分野での共同体に対する各構戒国の評価

を徐々に変えていくこととなった（65）。

　基本的人権に関する法の欠敏を司法を通じて補充しようとするECJ

の姿勢は、さらに新たな立法措置をも促すこととなる。これがはじめて

具体化されたのが、EUを設立するための欧州連合条約（マーストリヒ

ト条約、1992）である。このことは、まず前文で「自由、民主主義、な

らびに人権および基本的自由の尊重、および法による支配の諸原則への

愛着を確認し」と示された。次にこの趣旨を受けて、基本権の尊重が第

F条1項に具体的に規定された。さらにこの条約は見直し作業がすすめ

られ、1997年にはこれを改正する条約（アムステルダム条約、1999年発

効）が採択されることとなった（66）。

　2　基本権保障の発展に向けた本原則の役割

　（1）欧州における役割

　基本的人権の制度的保障に向けたEUの積極的な対応の中で、法の一

般原則はさらに以下のように規定されるに至った。

　改正マーストリヒト条約（アムステルダム条約）第6条1項（旧第F

条1項）は、「連合は、自由、民主主義、人権および基本的自由の尊重

の諸原則、および法の支配、構成国に共通な諸原則を基礎とする」と規

定する。この点に照らして、アムステルダム条約は基本的人権尊重の原

則を「一・般原則（民主主義の原則）の地位にまで引き上げた」とも評さ

れる㈹。またここでの構成国に共通な諸原則とは、構成国の国内法に共

通な法の一般原則を意味していると考えられる。

　また第6条2項は、欧州人権条約が保障し、「各構成国に共通な憲法

上の伝統に基づく基本権を共同体の法の一般原則として尊重する」と規
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定するに至った。この改正は各構成国のEUへの評価にも影響を与える

こととなった（68）。

　ただし、本条項に該当する法の一般原則はあくまでも尊重されて適用

されるに留まるのであって、それはEUの目的と合理的な政策の範囲内

に限られる点には注意すべきである。これまで本原則が、　“権利濫用の

禁止”や“法的安定性”といった、いわば人権を規律する公権力側の抽

象的な行為基準に留まってきた点に注意しなければならない（69）。

　（2）より普遍的な基本権保障のために

　欧州人権条約が制定されて15年以上を経て、ようやく国連総会で国際

人権規約が採択され（1966）、ここにおいて国連設立当初に予定されて

いた国際人権章典は一応の完成をみた。

　B規約第15条には、刑罰法規の不遡及を規定している。これは世界人

権宣言第11条2項を基に、欧州人権条約第7条をほぼ踏襲した規定であ

る。そして第2項では「この条のいかなる規定も、国際社会の認める法

の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由

として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない」と規定する。

　ここでは法の一般原則について、ICJ規程や欧州人権条約とは異なっ

た記述がなされている。すなわち、従来の“文明国の認める（recognized

by　civilized　nations）”という表現が、“国際社会の認める（recognized　by

the　community　of　nations）”と改められているのである（7°）。本項は、

例えば戦争犯罪、人道に対する罪、奴隷や拷問等に関する罪について、

締約国に遡及的に国内刑事法で処罰することを許すものと解される⑳。

　たしかに本項は第1項の補足的な規定にすぎないとも批判もあるが、

この表現は、法の一般原則に関する法概念をより普遍的に捉えようとす

る国連の姿勢のあらわれとして受け止めることができる。まさに共同社

会（community）という表現からは、国際法の母体となる社会を普遍

的に捉えようとする姿勢が窺える。

　さらに、1981年には“アフリカ統一機構（Organization　of　African

Unity，　OAU）”によって“アフリカ人権憲章（African　Charter　on

Human　and　People’sRights）”が制定された。本憲章では第61条で

法の一般原則が規定されている。第60条ではアフリカ権利委員会は人権

侵害の問題を審査するにあたり、国連においてアフリ力諸国が採択した

人権宣言および条約を尊重すると定める。これを受けて第61条は法則決

定の補助手段のひとつとしてではあるが、“アフリカ諸国によって認め

られた（recognized　by　African　States）”法の一般原則を考慮する、
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と規定したのである。ヨーロッパの旧文明国圏に限定されていた本概念

が、国際人権規約を通じて他の文明国圏に普遍化されていくひとつの過

程がここからも窺える㈱。

結びにかえて

　法の一般原則の原型は、古くはローマ帝国の時代にまで遡る。それは

自然法の要素を含みつつ、主に経済的利益を調整する目的で対等な私人

（市民）間を規律する私法であったとされる。それゆえに近代の国際仲

裁裁判の時代から、国家主権の独立性を前提とした対等な国家間にも類

推して援用されてきたのである㈹。またこの発展形態として合意を前提

とする国際社会を捉えるならば、超国家的な経済統合という従来のEU

の目的にもかなう法概念であったと言えよう。

　一方、近代以降には基本的人権の概念が私人への統治権行使に関わる

公法分野で発達してきた。公法はいわば上下の関係を規律するものであ

る。近代以降の市民社会の法が目指していることとは、個人の尊厳の確

立である。その根本は人格の自由を本質とする自由権的基本権であり、

本来は憲法上に規定されるべき権利である（74）。欧州における基本権の制

度的保障の実践からは、従来の定義では当てはめられない法の一般原則

概念の展開が見受けられる。

　一般に、法の目的とは秩序の維持（法的安定性の確保）と個々の正義

の実現（具体的妥当性の実現）である。それらは多くの実現過程で相対

立する傾向にある。つまり「法の伝統的な形式と社会生活の本質との間

には永続的な対立が存在しているのだ」。特に、未成熟な国際社会では

さまざまな利害関係や生活関係の変化自体が法を形成する要因となる、

と指摘される（75）。そのため、これらを調和させることが法の責務である

とされる㈹。この点で私法類推としての法の一般原則の法実務が果たす

役割は少なくなかった。そしてこれらの2つの目的の調和を公法の次元

で果たそうと試みているのが、基本的人権に関する法実務であるとも考

えられる。

　ただしこの普遍化の現象は法の一般原則のさらなる問題をも示唆する

こととなった。すなわちこれまで国内管轄事項とされていた問題につい

て、その性質の一般性ゆえに国際関心事項として国際社会に提起された

からである。国際機関への“高権的主権（Hoheitsrechte）”の委譲の

問題との関わりから、さらに検討が必要とされると言えよう㈹。また、

国家の積極的な介入によって保障される社会権的基本権の問題について
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も、適用されるべき共通の法原則との関わりから将来的に問題とされる

であろう。
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